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OMIC Food Safety Newsletter No. 554 May 13, 2022 
日本の食品安全情報をタイムリーに日本語とタイ語で解説するニュースレターです。 

=========================================================================================== 
★ 今週のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 

1. 最近の検査命令における追加実施項目                          (2022 年 4 月下旬) 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

4/22 韓国産二枚貝 
麻痺性貝毒 

下痢性貝毒 
強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000932646.pdf 

規制値 麻痺性貝毒：4 MU/g 

下痢性貝毒：0.16 mg OA 当量/kg 

※検査対象条件等詳細につきましては、参照 URL をご確認ください。 
 
2. モニタリング検査の追加(違反による強化または検査命令解除による引下げ：検査頻度 30％) 

                       (2022 年 4 月下旬) 

通知 
対象食品 

(含加工食品) 
検査項目 区分 備考、参照 URL 

4/21 
韓国産 

ししとう 

残留農薬 

(テトラコナゾール) 
強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000931784.pdf 

基準値 0.3 mg/kg – ppm 

4/21 
メキシコ産 

マンゴー 

残留農薬 

(ペルメトリン) 
強化 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000931784.pdf  

基準値 0.01 mg/kg – ppm 

※検査対象条件等詳細につきましては、参照 URL をご確認ください。 
 
3. タイ産品の輸入違反事例                                 (2022 年 4 月下旬) 

日付 品名 不適格内容 基準 検査の種類 

4/22 冷凍きだちとうがらし 
プロピコナゾール 
0.15 ppm 検出 

0.01 ppm 
モニタリング

検査 

4/28 

無加熱摂取冷凍食品：えび類
（FROZEN COOKED  VANNAMEI 
WHITE SHRIMP IQF(SUSHI-

EBI)） 

大腸菌群 陽性 大腸菌群 陰性 自主検査 

 
★  RASFFマンスリーレポート 
EU におけるタイ産品の違反状況                                (2022 年 5 月上旬) 
日付 届出国 届出理由 通知タイプ 

5/2 キプロス 
ローズおよびストロベリーフレーバードリン

クから未認可添加物 E127の検出 

border rejection 

notification 
 
★ FDA は主要食物アレルゲン以外の食物アレルゲンの公衆衛生上の重要性を評価するガイダン

ス案を発表 
FDA は、「連邦食品・医薬品・化粧品法に指定された主要食物アレルゲン以外の食物アレルゲンの公衆衛

生上の重要性の評価」と題するガイダンス案を公表しました。このガイダンス案では、主要食物アレル

ゲンではない食物アレルゲンを非指定食物アレルゲン（non-listed food allergens）と呼び、その公

衆衛生上の重要性を判断するのに 4 つの科学的要因を考慮することを推奨しています。現時点では原案

としての公表ですが、表示を義務づける食物アレルゲンを拡大するにあたり、FDA がどのような情報と

根拠をもとに公衆衛生上の重要性を評価しているのかを具体的に示した内容になっています。 

 

※詳細は下記 URL を御覧下さい。 
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-issues-draft-guidance-evaluating-public-

health-importance-food-allergens-other-major-food 

 
 
※次号の OMIC Food Safety Newsletter No.555 の発行は、2022 年 5 月 27 日とさせて頂きます。 
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